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はじめに

埼玉精神神経科診療所協会会長　鈴木仁史

警察庁は平成24年の自殺者数は、全国で27，766人であったと発

表しました。平成9年から14年ぶりに、年間自殺者数30，000人を

下回ったことになります。

自殺者減少の理由は、巷では景気が上向いたからという説もありますが、

平成18年に施行された国の自殺対策基本法が徐々に生かされた結果で

ある、という説が妥当かもしれません。確かにわが国では、自殺する人が

多いことや自殺防止が必要であるとの認識が、国民の中で高まってきてい

ることは実感できます。しかし、人口10万人あたりの自殺者数を表す自

殺率を諸外国と比較すると、3万人を切ったとは言えまだまだ高い水準を

維持しています。自殺防止対策が功を奏したと単純に胸を張れる状況には

ありません。なぜ死んでいくのかも分からず、その自殺を防止する確実な

方策は末だ見つかっていないといっても良いでしょう。自殺をもっと減ら

すために、さらに一層の努力が必要です。

埼玉精神神経科診療所協会（埼精診）では、自殺対策基本法を踏まえ、

何らかの自殺予防対策を見つけたいと考えて、精神科診療所での自殺の実

態を調査してきました。平成19年5月から、全会員に自殺防止を啓蒙す

ると共に、自殺例の調査を行いその分析を続けています。その結果、①最

終受診から1週間以内での自殺の頻度が高い、②通院期間が1年未満で自

殺するケースが多い、などの特徴が注目されました。

今回、5年間235例の自殺調査をまとめました。今後の自殺実態の調

査・分析の発展に貢献し、自殺防止に役立て、悩みを抱えたままで死んで

いく方が一人でも少なくなるよう、努力を続けたいと考えています。

最後になりましたが、不幸にして亡くなられた方々のご冥福を心より

お祈りいたします。
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1．埼精診の自殺予防活動

本協会の自殺予防活動は独白に始められたものであるが、途中から上部

団体である公益社団法人日本精神神経科診療所協会（日精診）の助成事業

として行われている。活動の主な内容は次の通りである。

（1）自殺の実態調査

会員診療所の自殺の実態を調べるために、委員会の発足した平成19年

5月から調査を開始した。5月から翌年4月までを一年度とした。

会員は自殺の事実を知ったら、別紙の報告用紙に必要事項を記入して委

員会まで送ることになっている。年度ごとに集計して、その結果は日精診

総会で報告してきた。報告用紙の項目は改定を重ね、現在使用されている

のは別紙の如くである。報告用紙に診療所名は記入されるが、委員会以外

の外部の者が診療所名を知ることはなく、匿名性が担保されている。

（2）自殺例の報告・検討

症例の研究は現在、埼精診の例会と自殺予防対策委員会の二か所で行わ

れている。前者は時間の関係もあり、要点のみを報告し、時間の許す限り

議論するものであり、「症例報告CaseReport」と呼称している。後者は、

会員診療所を借用し、少人数で十分かな時間をかけて検討するものであり、

「症例検討CaseStudy」と呼称している。両者とも会員の自由参加以外、

守秘義務が担保された関係者が参加できる。

（3）学会などの発表

これまでの調査結果の発表は主に次の通りである。第14回日本精神神

経科診療所協会学術研究会（以下「学術研究会」）（平成20年6月、神

戸市）。第15回「学術研究会」（平成21年6月、千葉市）。第16回「学

術研究会」（平成22年6月、横浜市）。第18回「学術研究会」（平成

24年6月、北九州市）。厚生労働省「自殺・うつ病等対策プロジェクト

チーム」ヒアリング（平成22年7月）。現代のエスプリ531号（平成

23年10月）、精神科診療所の現在、「埼玉県内の精神診療所の自殺」。

その他、多数の研究会、講演会で発表した。

－4－



ー9－

臼　　旨　　重　　野虚 �自　尊　準 

野地歩嘆 

F E を 　　　ニ教義顎豹 

臨空■宕 �（　　　　　　　　　　　）悩博幸早耳 �毒専一l �壌畿中巻轡 �焉1 

線虫●§ �華響’9 �鷺甘雷瞥一昔 �桐射川代 �h廿里’l �翠年中機中 �サl 

鞍蓼胡閻け �く　　　　　　　　鼎中速℃ ��う噂華蕃て �自署裁量－1 �磯驚α激眉 �El 

醜女■∈ �1環’吉 �打等■l �瓢馴朋相和脛 �苫l 

馳立澤 �1村石 �：翠掌的乎■l ���軌跡椚開聞帽 �＝ 

的立で �内管曇昔旭●石 �1号彙Y－■L �笛窮藍等 �01 

回　、ど甘l姻ほ持病堰翔け ��媚串■〔 �幡群生”石 �研紺群劉封l �諜瀦割翳 �8 

（　　　　　　　）W四書 � � 

（　　　沖ヨ �亡　　　　　　　　　、＄拓j ��宅　　　　　tC．⊆畿一口沌d ��城　頭 �8 

地史で �1符号 �）阜■l ���曹拳錮輩 �乙 

摩 �礪毒錮コ雀 �g 

f �欄褒個麿喝 �蔓 

B　　　旨　　婁　　夢癒 ���房　ニ1遊 �I 

＃雌川中l那蛸肇譲響　巨　旨　毒　恥 �����8　礪　靖 �‡ 

臼　　　ビ　　　毒　　　筆虚・咄蝕 ���日感鱒観察 �苫 

革一石 �蓼－L �幡∵判 �l 

（射場う噂酌毒‡冨蓼盤薯∬鞄）場　財与撫



2．自殺の実態調査の結果

本報告書をの中で、図に示されたデータの人数はすべて235人（N＝235）

である。

（1）性別

平成19年度 �平成20年度 �平成21年度 �平成22年度 �平成23年度 �計 

男 �27人 �22人 �24人 �25人 �22人 �120人 

女 �32人 �22人 �17人 �21人 �23人 �115人 

計 �59人 �44人 �41人 �46人 �45人 �235人 

自殺の性差は世界的には男性が多く、わが国でも男性が約7割を占めて

いる。そのうち精神障害者の自殺については、男性が約54％、女性が約

46％（平成21年度警察庁）で、男女差が縮まっている。埼精診の通院者

についてみると、ほぼ同数で性差はない。
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（2）初診時年齢　　　　（－）内は最小年齢と最高年齢

平成19年度 �平成20年度 �平成21年度 �平成22年度 �平成23年度 

男女平均年齢 �41．0歳 �39．0歳 �42．9歳 �39．6歳 �40．5歳 

（18・87） �（19－69） �（14・83） �（13－73） �（17－77） 

男平均年齢 �41．0歳 �39．0歳 �42．9歳 �39．6歳 �40．5歳 

（18・73） �（19－65） �（22・81） �（13－69） �（26－77） 

女平均年齢 �41．0歳 �39．0歳 �42．9歳 �39．6歳 �40．5歳 

（21－87） �（21－69） �（14・83） �（18・73） �（21－74） 

初診時年齢に男女差はみられず、年度別でみてもほぼ一定である。

（3）死亡時年齢

①年代別死亡時年齢

警察白書によると、40代と50代の自殺が多いが、埼精診の調査では男女

共に30代にピークがある。男女別に見ると、男性では30代をピークに

漸減していくが、女性では男性のような漸減は顕著ではない。
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②死亡時の平均年齢　　　　　　（－）内は最小年齢と最高年齢

平成19年度 �平成20年度 �平成21年度 �平成22年度 �平成23年度 

男女平均年齢 �45．4歳 �44．4歳 �47．3歳 �43．0歳 �45．8歳 

（19－88） �（21－69） �（18・83） �（18・74） �（22・85） 

男平均年齢 �45．4歳 �44．3歳 �46．4歳 �43．0歳 �44．0歳 

（19－74） �（21－69） �（25・81） �（18・69） �（24・85） 

女平均年齢 �45．4歳 �44．5歳 �47．3歳 �43．0歳 �45．8歳 

（22－88） �（23・66） �（18・83） �（19・74） �（22・80） 

死亡時年齢に男女差はみられず、年度別にみてもほぼ一定である。

（4）通院状況

①通院の規則性

人数（％） 

規則的 �173（73．6） 

不規則 �34（14．7） 

中断 �14（5．9） 

1回のみ �10（4．2） 

2回のみ �2（0．8） 

未記入 �2（0．8） 

計 �235（100） 

通院の規則性

■規則的173人

．翳劇）3。（1。．7％）

■中断14（5．9％）

●1回のみ10（4．2％）

■2回のみ　2（0．8％）
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約4分の3が規則的に通院している。通院の不規則が自殺の大きな背景と

は思えない。

②通院期間

人数（％） �人数（％） 

1年未満 �77（32．8） � 

1年以上 �26（11．0） �74（31．5） 

2年 �23（9．8） 

3年 �14（6．0） 

4年 �11（4．7） 

5年 �13（5．5） �47（20．0） 

6年 �15（6．4） 

7年 �9（3．8） 

8年 �5（2．1） 

9年 �5（2．1） 

10年 �7（3．0） �32（13．6） 

11年 �7（3．0） 

12年 �7（3．0） 

13年 �7（3．0） 

14年 �4（1．7） 

15年 �1（0．4） �5（2．1） 

16年 �0（0．0） 

17年 �1（0．4） 

18年 �1（0．4） 

19年 �0（0．0） 

20年 �2（0．9） 

計 �235（100） 
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一　　　一

通院期間は1年未満のものが最も多い（77人、32．8％）。

③通院期間1年未満の人数（診断別）

診断 �人数 �うち1年未満の人数（％） 

F2 �57 �9（15．8） 

F3 �116 �46（39．7） 

F6 �34 �8（23．5） 

1年未満の通院期間の比較

F2　　　　　F3　　　　　F6

■1年以上

■1年未満

通院期間は、F3の約4割が1年未満であり、F6がそれに次ぐ。通院

一10・



期間についてみると、F2とF3は対照的である。

（5）最終受診から死亡までの期間

①最終受診から自殺までの期間（週単位）

人数（％） 

1週間以内 �88（37．4） 

2 �52（22．1） 

3 �31（13．2） 

4 �24（10．2） 

5 �7　（3．0） 

6 �5　（2．1） 

7 �5　（2．1） 

8 �0　（0） 

9 �3　（1．3） 

10 �1（0．4） 

11 �0　（0） 

12 �1（0．4） 

13 �0　（0） 

14 �3　（1．3） 

15 �2　（0．9） 

15週間超 �11（4．7） 

3年以上 �2　（0．9） 

計 �235（100） 
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